
 

１．件名：新規制基準適合性審査（特定重大事故等対処施設）に関する事業者との面談

（伊方発電所 保安規定変更認可申請） 

 

２．日時：令和３年１月２７日 １８時１０分～１８時１５分 

 

３．場所：原子力規制庁内会議室 

 

４．出席者 

原子力規制庁： 

（新基準適合性審査チーム）        担当者２名 

 

四国電力株式会社：            担当者１名 

 

５．要旨 

（１）四国電力株式会社から、伊方発電所の特定重大事故等対処施設の保安規定変更認

可申請に係る説明資料について提出があった。 

 

６．その他 

提出資料： 

資料１･･･特定重大事故等対処施設設置に係る先行審査プラントとの保安規定比較表

(川内１，２号炉（既認可）－高浜３，４号炉（既認可）－伊方３号炉比較) 

資料２･･･再稼働時における外部火災の整理状況について 

資料３･･･特重計装設備のすべての計器が動作不能時のＡＯＴ設定の考え方について 

資料４･･･特重電源設備の運転上の制限の定め方について 

資料５･･･特重施設による対応を行う要員の組織体制について 

 

※ 提出資料は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第５条に定める不開示情

報を含むため、平成２７年１月１４日原子力規制委員会「特定重大事故等対処施設

に関する審査の取扱いについて」を踏まえ、非公開とします。 

 

以上 


